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親子関係や婚姻関係等を確認する行

政手続で戸籍謄抄本が不要に 

◆改正戸籍法施行で利便性アップ 

 令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の

市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない

等の不便を解消するための新システム構築等

が盛り込まれていましたが、いよいよ新シス

テムが完成し、令和６年３月から次の３点が

変わります。 

◆行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が

可能に 

 例えば健康保険の被扶養者認定や国民年金

第３号被保険者の資格取得事務における婚姻

歴の確認といった、親子関係や婚姻関係等を

確認する手続きでマイナンバーを利用するこ

ととなり、戸籍謄抄本の添付省略が可能にな

ります。 

◆戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略

が可能に 

 婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出

の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になりま

す。 

◆本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に 

 住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市

区町村の役場の窓口で、自身の戸籍のほか、

配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取

得可能になります。 

さらに、オンラインで行政手続をする際に

利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸

籍電子証明書」が発行されるようになりま

す。パスポートの発給申請時にこの証明書を

行政機関に提示することで戸籍証明書等の添

付が不要となる予定で、今後、他の手続きに

も拡大される見通しです。 

“つながらない権利”によって勤務時間

外の連絡を拒否したいと思っている人

の割合は 72.6％～連合の調査結果か

ら 

テレワークや副業などの広まりから働き方

が柔軟になった一方で、勤務時間とプライベ

ート時間の区別がつけづらくなってきていま

す。連合が実施した、勤務時間外の業務上の

連絡に関する意識や実態、“つながらない権

利”に関する意識調査から注目すべき点をご

紹介します。 

◆調査結果のポイント 

○「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務

上の連絡がくることがある」72.4％ 

 その頻度は、「ほぼ毎日」（10.4％）、「週に 

２～３ 日」（14.3％）、「月に２～３日」

（12.1％）、「月に １ 日以下」（17.9％）。業

種別にみると、［建設業］（82.7％）が最も高

く、次いで［医療、福祉］（79.6％）、［宿泊

業、飲食サービス業］（78.0％）となってい

ます。 

○「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務

上の連絡がくるとストレスを感じる」

62.2％ 

また、その連絡の内容を確認しないと、内

容が気になってストレスを感じると回答した

人の割合も、60.7％ありました。同様に、取

引先からの連絡については、59％の人がスト

レスと感じているようです。 

○「“働くこと”と“休むこと”の境界を明

確にするために、勤務時間外の部下・同

僚・上司からの連絡を制限する必要がある

と思う」66.7％ 

また、「取引先からの連絡を制限する必要

がある」と回答した人の割合も 67.7％ありま
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した。 

○「“つながらない権利”によって勤務時間

外の連絡を拒否できるのであれば、そうし

たいと思う」72.6％ 

一方で、「“つながらない権利”があって

も、今の職場では拒否は難しいと思う」と回

答した人は 62.4％いて、業種で見ると、［建

設業］（74.1％）が最も高く、次いで［宿泊

業、飲食サービス業］（73.2％）［医療、福

祉］（72.8％）となりました。 

◆“つながらない権利”の法制化 

 勤務時間外に仕事上のメールや電話への対

応を拒否できる権利、いわゆる「つながらな

い権利」は、日本では法制化されていませ

ん。法制化されたとしても、業種によって

は、特殊性や緊急性によって、権利を十分に

行使できない可能性もあります。また、拒否

することによる勤務評価やキャリア形成への

悪影響を心配する労働者もいます。 

権利を行使したい反面、行使することによ

る不安を強く感じる人は多いでしょう。今後

日本でどのように法整備されるのか、注目で

す。 

旅館業法が改正されています～カスハ

ラは宿泊拒否も 

◆改正の背景 

旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の

利便性といった国民生活の向上等の観点か

ら、一定の場合を除き、宿泊しようとする者

の宿泊を拒んではならないとされています。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期

において、①宿泊者に対して感染防止対策へ

の実効的な協力の求めを行うことができな

い、②いわゆる迷惑客について、営業者が無

制限に対応を強いられた場合には、感染防止

対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提

供できない、などという営業者からの意見が

国に寄せられました。 

こうした情勢の変化に対応して、旅館業法

等の一部を改正する法律が成立し、令和５年

12 月 13 日に施行されました。 

◆改正のポイント 

改正の主な内容は以下の通りです。 

１ 宿泊拒否事由の追加 

２ 感染防止対策の充実 

３ 差別防止の更なる徹底等 

４ 事業譲渡に係る手続きの整備 

注目したいのが１の項目です。今回の法改

正で、宿泊を拒むことができる事由として

「特定要求行為が行われたとき」が追加され

ました。特定要求行為とは、カスタマーハラ

スメントに該当する行為等を指し、その例と

して、❶不当な割引、契約にない送迎等、過

剰なサービスの要求、❷対面や電話等によ

り、長時間にわたり、不当な要求を行う行

為、❸要求の内容の妥当性に照らして、当該

要求を実現するための手段・態様が不相当な

ものなどが挙げられます。他方、障害のある

方が社会の中にある障壁の除去を求める場合

や、障害を理由とした不当な差別的取扱いを

受けたことへの謝罪等を求めることは、これ

に当たりません。 

プライベートはもちろん、コロナ禍で控え

ていた出張を再開した企業も増えています。

旅先で従業員が不測の事態に陥ることのない

よう、今回の改正を周知し、宿泊者もサービ

ス提供者も、誰もが気持ちよく過ごせるよう

心がけていきたいですね。 

令和５年改正労基則等に係る裁量労

働制に関するＱ＆Ａ（追補版）が作成さ

れました 

◆労働者の自己申告による労働時間の状況の

把握は可能 

専門型・企画型において、労働時間の状況の

把握方法は「タイムカードによる記録、パーソ

ナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間

の記録等の客観的な方法その他の適切なもの」

であることが必要とされています。そのため、

労働者の自己申告による把握は原則認められ

ません。ただし、ここでいう「労働時間の状況」

の概念およびその把握方法は、安衛法 66 条の

８の３と同一のものであるため、やむを得ず

客観的な方法により把握し難い場合において

は認められます。 
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◆事前に協定または決議し、制度を適用しな

い期間後に再適用することは可能 

専門型・企画型において、健康・福祉確保措

置として、把握した労働時間が一定時間を超

えない範囲内とすること、および当該時間を

超えたときはみなしの効果が生じないことと

する措置を定めた場合に、一定期間の適用を

しないこととしたうえで、同期間経過後に再

度制度を適用することをあらかじめ協定また

は決議し、実施することは可能です。 

ただし、適用しない期間は事前に労使協定

の当事者となる労働者の過半数で組織する労

働組合等または労使委員会と協議のうえで決

定しておくことが必要です。また、再度適用す

るにあたっては、適用解除後の労働者の勤務

状況（労働時間の状況を含みます）や健康状態

等を踏まえて、使用者が個別具体的に再適用

の可否を判断することに留意する必要があり

ます。また、いったんは適用が解除された以上、

改めて労働者の同意が必要です。 

◆評価制度および賃金制度の運用状況の説明

は、概要資料等の開示を想定 

専門型・企画型において、裁量労働制の適用

対象である「労働者に適用される評価制度お

よびこれに対応する賃金制度の運用状況（労

働者への賃金・手当の支給状況や評価結果等

をいう。）」の開示方法は、実際に支給されてい

る平均賃金を示した資料を開示することや、

賃金水準や制度適用に係る特別手当の実際の

支給状況や評価結果等について、その分布を

まとめた概要資料などを開示することが考え

られます。特に適用対象である労働者が１名

の場合は、賃金額等について一定の幅を持た

せて開示すること、当該労働者の値が非適用

労働者と比べてどの程度多いかもしくは少な

いかという相対値を示すことなどが考えられ

ますが、労使で協議のうえ、個人が特定できな

いようプライバシーの保護に十分留意が必要

です。 

賃金改定率が過去最高に～厚生労働

省実態調査から 

◆賃上げ実施企業、引上げ額、引上げ率ともに

昨年より増加 

厚生労働省の令和５年「賃金引上げ等の実

態に関する調査」結果によると、１人当たりの

平均賃金を引き上げた、または引き上げる企

業の割合は 89.1％（前年同比 3.4ポイント増）、

１人当たりの平均賃金の引上げ額は 9,437 円

（同 3,903 円増）となりました。平均賃金の引

上げ率は 3.2％（同 1.3 ポイント増）で、平成

11 年以降で最も高い数値となりました。 

同調査は、常用労働者 100 人以上を雇用す

る会社組織の民営企業を対象とし、3,620 社を

抽出して 1,901 社から有効回答を得たもので

す。 

産業別にみると、平均賃金を引き上げた、ま

たは引き上げる企業の割合は、「建設業」が

100.0％で最も高く、次いで「製造業」が 97.7％、

「電気・ガス・熱供給・水道業」が 92.9％と

なっています。 

平均賃金の引上げ額は、「鉱業、採石業、砂

利採取業」が 18,507 円（引上げ率 5.2％）で

最も高く、次いで「情報通信業」が 15,402 円

（同 4.5％）、建設業 12,752 円（同 3.8％）と

なっています。 

◆すべての企業が業績好調による賃金引上げ

とは限らない 

 賃金の改定の決定に当たり最も重視した要

素の割合をみると、「企業の業績」が 36.0％

で最も多く、次いで「労働力の確保・定着」が

16.1％、「雇用の維持」が 11.6％となってい

ます。 

本調査結果の通り、近年、賃金引上げを実施

する企業が増加しています。その理由として、

物価上昇への対応や従業員のモチベーション

向上、人材確保・定着などが挙げられます。し

かし、賃金引上げを実施するすべての企業が

業績好調による引上げとは限らず、業績は改

善しないが従業員の生活を守り、人材流出を

防ぐことを狙いとして実施する企業も多いと

考えられます。賃金引上げを実施する際には、

政府が掲げている賃金引上げに向けた各種支

援策等を参考にしながら慎重に検討する必要

があるでしょう。 


